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佐倉市「施設カルテ」説明書 

 

１ 「施設カルテ」とは 

公共施設の総合的な管理を効果的に行うため、市の公共施設のうち、佐倉市

公共施設再配置方針に記載がある施設について、1施設ごとに建築年数や延床

面積、保有スペースなどの基本情報などの様々な情報を整理し、その施設の現

状を「見える化」したものです。 

 

２ 本市の「施設カルテ」の特徴 

本市の「施設カルテ」は、施設の資産管理に関する情報を示しています。 

また、これらの施設の情報をもとに、人間の健康診断結果にあたるものとし

て、個々の施設の状態をＡ～Ｄの４段階に区分し、今後の維持管理の方向性を

検討する際の指標として活用する「簡易評価結果」を表示しています。 

 

３ 「施設カルテ」の活用方法 

 公共施設は市民の皆様の大切な「資産」です。「施設カルテ」は、それら

の「資産」の現状を所有者である市民の皆様へお知らせするとともに、市の公

共施設等の管理、再配置の検討において活用し、管理 ・運営方法の改善等に

つなげていきます。 
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４ 「施設カルテ」の見方 

 「施設カルテ」の記載内容や用語の説明です。 

 

（１）施設カルテの構成 

 

 

  

①基本情報 

②簡易施設評価 
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（２) 各項目の説明 

① 基本情報 

施設の名称や所管課、分類、延床面積、地図などを記載しています。 

なお、施設コードや名称は、財産台帳など、市が業務上統一して使用して

いるものです。 

② 簡易施設評価結果 

「簡易施設評価」は、施設の様々なデータを分析し、現在の建物の性能や

サービスの提供・利用の状況等を、一定の基準により数値化し、評価したも

のです。 

この評価結果は、そのまま今後の施設の整備や活用の方向性を示すもの

ではありませんが、佐倉市公共施設再配置方針に基づく「施設評価」の１次

評価とするなど、将来に向けた施設のあり方を検討する資料の１つとして活

用していきます。 

 

【簡易施設評価の仕組み】 

簡易評価は、各施設の経営課題を把握するため、財務書類や公共施設マネジ

メントシステムの情報から、定量的な要素について管理者視点と利用者視点か

らそれぞれ分析のうえ、公共施設マネジメントの方向性を示す４つの分類を行
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③棟情報 
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います。 

・施設ごとに９指標で評価 

・施設ごとの９指標を６項目に統合 

・６項目を２視点の評価に統合 

 

 

 

６項目の各データについて、以下のＡ～Ｄの４段階に区分し、その結果から、

各施設の維持管理の方向性を自動的に示します。 

● Ａ・・・良好 

● Ｂ・・・おおむね良好 

● Ｃ・・・やや課題がある 

● Ｄ・・・課題がある 

● Ｘ・・・データが無い、または評価対象外 

 

○「管理者視点」からみた評価 

「管理者視点」については、管理者の立場から重要なマネジメントと考えら

れる「建物劣化度」「建物管理度」「運用費用度」の３項目を評価します。 

 

ア 建物劣化度（耐久性） 

施設の躯体（建物の構造部）が丈夫であるかどうかを評価する指標です。「経

年」と「耐用年数」から算出し、Ａ～Ｄの４段階に区分します。 

 

イ 建物管理度（健全性） 

躯体を除く施設の管理状態から健全性を評価するため、施設に対して行わ

れている点検や報告を基に、Ａ～Ｄの４段階に区分します。 
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ウ 運用費用度（経済性） 

施設の運用状態のうち特に経費の面から経済性を評価するため、施設のラ

ンニングコスト等を基に、Ａ～Ｄの４段階に区分します。施設分類ごとに相対

的に評価します。 

 

○「利用者視点」からみた評価 

「利用者視点」については、利用者が施設を利用する際の条件や利用状況を

評価する「設備充実度」「立地環境度」「施設活用度」の３項目を評価します。 

 

ア 設備充実度（快適性） 

施設の設備を中心としたバリアフリーの整備状態を基に、Ａ～Ｄの４段階

に区分します。 

 

イ 立地環境度（利便性） 

施設の立地や環境の状況から有用性を評価するため、人口密度と災害に対

する危険性、佐倉市立地適正化計画での位置づけを基に、Ａ～Ｄの４段階に区

分します。 

 

ウ 施設活用度（活用性） 

施設の使い方や活動状況から活用性を評価するため、主に利用人数や施設

の稼働率などから、Ａ～Ｄの４段階に区分します。施設分類ごとに相対的に評

価します。 

 

○「２つの視点」からみた評価 

「管理者視点」と「利用者視点」それぞれの評価結果を数値化して２軸で評

価します。 
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なお、建物劣化度又は建物管理度で「Ｄ」が１つ以上ある施設については、

今後の整備方針を優先的に検討すべきであると判断し、評価の結果にかかわ

らず別途「要早急対応」と判定し、現場での確認を促します。 

 

③ 棟情報 

施設を構成する棟ごとの「建築年」、「耐用年数（法定）」、「残存年数」、「延床

面積（㎡）」、「構造」、「耐震性能」を記載しています。 

 

※ 用語解説 

・耐用年数･･･資産が利用に耐える年数のこと。「施設カルテ」では、目標耐用

年数を採用しています。 

・残存年数･･･耐用年数から経過年数を引いた年数のこと。耐用年数を超過し

ている場合、マイナス標記となります。 

・延床面積･･･建物のすべての階の床面積を合計した面積。 

・構造･･･････建物全体を支える骨組みのこと。「木造（W）」、「鉄筋コンクリー

ト造（RC）」、「鉄骨造（S）」など部材によって分類されます。 

・耐震性能･･･「施設カルテ」では、耐震診断の必要性の有無、耐震補強の実

施の有無について状況を示しています。 

 

 


